
市細則及び市要綱に基づく許可申請手続の流れ（フローチャート）

【事前協議書】

・要綱第2条(様式第1号)

（詳細は添付書類一覧）

【標識設置届】

・要綱第3条(様式第4号)

【住民説明会】

・要綱第4条第1項

・境界から200m範囲

・案内は説明会10日前まで

【説明会報告書】

・要綱第4条第2項

　　　　　　(様式5号)

・会議録等

・出席者名簿

・配布資料、会場写真

【墓地経営許可申請書】

・細則第3条(様式第1号)

【工事着手届】

・要綱第7条(様式第7号)

【工事完了届】

・要綱第8条(様式第8条)

・写真を添付

R5.9.20

・掲示期間は工事完了検査
済通知書交付まで

・案内チラシを事前に生活
衛生課まで(問合せ先を記
入すること）

申請者 松山市長（保健所長） 近隣住民等 提出書類等

※説明会参加者へ連絡をす
る場合があります。

事前協議済書※2

①事前相談 事前相談 ※1

②事前協議書 協議・確認

再協議③標識設置

④標識設置届 受理

事業計画把握

説明会

（必要であれば複数回開催する）

説明会報告書 受理

適当

協議終了

⑥墓地等経営許可

申請書 ※3

不許可工事施工通知

審査

適当

⑦工事着手届 受理

工事実施

検査

適合

工事完了検査済書

墓地等経営許可書

不適合

経営(供用)開始

⑧工事完了届

不適当

再協議

不適当

承諾

(申請予定地の隣接地)

※1 墓地、位牌堂、永代供養塔など名称にかかわらず、

まずはご相談ください。該当する場合があります。

※2 他の法令により許可を要するものは

手続きを開始してください。

（建築確認、農地転用、風致地区等）

また、事前協議済書は許可を約束する

ものではありません。

※3 他の法令により許可を要するものは許可証を

添付の上、申請してください。

※(別紙)事前協議書添付書類を参照

協議状況報告書

協議

（住民から協議の申出があれば）

⑤説明会

協議

説明会開催


